
○ 諫 早 市 建 設 工 事 総 合 評 価 落 札 方 式 試 行 要 領 

一 部 改 正 平 成 23 年 4 月 1 日 23 諫 契 第  44 号  

一 部 改 正 令 和  8年  １月 20日  7 諫 契 第 699 号 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条   こ の 要 領 は 、 市 が 発 注 す る 建 設 工 事 の 入 札 に つ い て 、 地 方 

自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 。以 下「 令 」と い う 。） 第 １ 

６ ７ 条 の １ ０ の ２ の 規 定 に よ り 価 格 そ の 他 の 条 件 が 市 に と っ て 

最 も 有 利 な も の を も っ て 申 込 み を し た 者 を 落 札 者 と す る 一 般 競 

争 入 札 （ 令 第 １ ６ ７ 条 の １ ３ の 規 定 に よ り 指 名 競 争 入 札 に お い て 

準 用 す る 場 合 を 含 む 。）（ 以 下「 総 合 評 価 一 般 競 争 入 札 」と い う 。）を 

試 行 的 に 実 施 す る た め に 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条   こ の 要 領 に お い て 「 総 合 評 価 落 札 方 式 」 と は 、 総 合 評 価 一 

般 競 争 入 札 に よ り 落 札 者 を 決 定 す る こ と を い う 。  

 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 の 種 類 等 ）  

第 ３ 条   総 合 評 価 落 札 方 式 の 種 類 は 次 の 各 号 の と お り と し 、 そ の 対 

象 と な る 工 事 は 一 般 競 争 入 札 に よ り 契 約 を 締 結 す る 工 事 の う ち 

当 該 各 号 に 該 当 す る も の と す る 。  

(1)  標 準 型 入 札 者 が 提 示 す る 技 術 等 に 係 る 提 案 、入 札 者 の 施 工 能 

力 、 配 置 予 定 技 術 者 の 能 力 、 施 工 計 画 及 び 地 域 貢 献 等 と 入 札 価 

格 を 一 体 と し て 評 価 す る こ と が 適 当 と 認 め ら れ る 工 事  

(2)   簡 易 型 入 札 者 の 施 工 能 力 、配 置 予 定 技 術 者 の 能 力 、施 工 計 画 及 

び 地 域 貢 献 等 と 入 札 価 格 を 一 体 と し て 評 価 す る こ と が 適 当 と 認 

め ら れ る 工 事  



(3)  特 別 簡 易 型 入 札 者 の 施 工 能 力 、配 置 予 定 技 術 者 の 能 力 及 び 地  

域 貢 献 等 と 入 札 価 格 を 一 体 と し て 評 価 す る こ と が 適 当 と 認 め ら 

れ る 工 事  

 （ 学 識 経 験 を 有 す る 者 の 意 見 聴 取 ）  

第 ４ 条   総 合 評 価 落 札 方 式 の 実 施 に あ た っ て 、 総 合 評 価 一 般 競 争 

入 札 に 係 る 申 込 み の う ち 価 格 そ の 他 の 条 件 が 市 に と っ て 最 も 有 

利 な も の を 決 定 す る た め の 基 準（ 以 下「 落 札 者 決 定 基 準 」と い う 。）

を 定 め よ う と す る と き は 、 令 第 １ ６ ７ 条 の １ ０ の ２ 第 ４ 項 及 び 

地 方 自 治 法 施 行 規 則 （ 昭 和 ２ ２ 年 内 務 省 令 第 ２ ９ 号 ） 第 １ ２ 条 

の ４ の 規 定 に 基 づ き 、 あ ら か じ め ２ 人 以 上 の 学 識 経 験 を 有 す る 

者 （ 以 下「 学 識 経 験 者 」 と い う 。） の 意 見 を 聴 く も の と す る 。  

２   前 項 の 規 定 に よ る 意 見 聴 取 に お い て 、 併 せ て 、 当 該 落 札 者 決 

定 基 準 に 基 づ き 落 札 者 を 決 定 し よ う と す る と き に 改 め て 意 見 を 

聴 く 必 要 が あ る か ど う か に つ い て 学 識 経 験 者 に 意 見 を 聴 く も の 

と し 、 改 め て 意 見 を 聴 く 必 要 が あ る と の 意 見 が 述 べ ら れ た 場 合 

に は 、 当 該 落 札 者 を 決 定 し よ う と す る と き に 、 あ ら か じ め 、 学 識 

経 験 者 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。  

 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 に よ る 評 価 の 方 法 ）  

第 ５ 条   総 合 評 価 落 札 方 式 に よ る 評 価 の 方 法 は 、標 準 点（ １ ０ ０ 点 ）

に 技 術 評 価 に お け る 評 価 項 目 ご と の 得 点 の 合 計 点 で あ る 加 算 点 

を 加 え た も の（ 以 下「 技 術 評 価 点 」と い う 。）と 当 該 入 札 者 の 入 札 価

格 を 、 次 に 掲 げ る 式 に よ っ て 計 算 し た 評 価 値 を も っ て 行 う も の 

と す る 。  

    技 術 評 価 点 ＝ 標 準 点 （ １ ０ ０ 点 ） ＋ 加 算 点  



評 価 値 ＝ 技 術 評 価 点 ／ 入 札 価 格  

 （ 入 札 公 告 に 記 載 す る 事 項 ）  

第 ６ 条   総 合 評 価 一 般 競 争 入 札 を 実 施 し よ う と す る と き は 、 諫 早 

市 契 約 規 則 （ 平 成 １ ７ 年 規 則 第 ５ ４ 号 ） 第 ３ 条 第 ２ 項 各 号 に 規 定 

す る 事 項 に 加 え 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 公 告 す る も の と す る 。  

(1)   総 合 評 価 落 札 方 式 に よ り 実 施 す る 入 札 で あ る こ と  

(2)   総 合 評 価 技 術 資 料 の 内 容 及 び 提 出 に 関 す る 事 項  

(3)   総 合 評 価 に 関 す る 評 価 項 目 及 び 評 価 基 準  

(4)   落 札 者 の 決 定 方 法  

(5)   そ の 他 総 合 評 価 落 札 方 式 に 関 す る 事 項  

 （ 技 術 資 料 の 提 出 ）  

第 ７ 条   前 条 に 規 定 す る 入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 は 、 入 札 公 告 

に 記 載 さ れ た 期 限 ま で に 、 技 術 資 料 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２   技 術 資 料 提 出 後 、 既 に 提 出 さ れ た 技 術 資 料 の 訂 正 、 差 し 替 え 及

び 再 提 出 は 、特 別 の 事 情 が あ る 場 合 を 除 き 、認 め な い も の と す る 。  

 （ 技 術 資 料 の 審 査 ）  

第 ８ 条   第 ３ 条 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 の 規 定 に よ り 、 標 準 型 又 は 簡 易 

型 の 方 式 に よ り 行 う 総 合 評 価 一 般 競 争 入 札 で 提 出 さ れ た 技 術 資 

料 の 審 査 は 、諫 早 市 建 設 工 事 入 札 参 加 資 格 等 審 査 委 員 会 に お い て 

行 う も の と す る 。  

 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 に よ る 入 札 に お け る 特 例 ）  

第 ９ 条   こ の 要 領 に 基 づ き 入 札 （ 電 子 入 札 を 除 く 。） を す る と き は 、

別 に 定 め る 規 程 等 の 規 定 に か か わ ら ず 、 開 札 後 に 入 札 会 場 に お 

い て 予 定 価 格 を 公 表 す る も の と す る 。 た だ し 、 入 札 が 不 調 に 終 わ 



っ た 場 合 に は 、 当 該 予 定 価 格 は 公 表 し な い も の と す る 。  

 （ 入 札 の 無 効 ）  

第 １ ０ 条   技 術 資 料 に 虚 偽 記 載 等 明 ら か に 悪 質 な 行 為 が あ っ た 者 

が し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。  

 （ 開 札 ）  

第 １ １ 条   開 札 は 、入 札（ 電 子 入 札 を 除 く 。）後 直 ち に 入 札 会 場 に お 

い て 行 い 、 落 札 者 決 定 の 保 留 を 宣 言 す る 。  

 （ 落 札 者 の 決 定 ）  

第 １ ２ 条   入 札 価 格 が 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 の 価 格 で あ る 入 札 

者 の う ち 、 第 ５ 条 に 規 定 す る算 定 方 法 に よ り 算 定 し た 評 価 値 が 最 

も 高 い 者 を 落 札 者 と す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 評 価 値 

が 最 も 高 い 者 が ２ 者 以 上 い る と き は 、 入 札 価 格 が 低 い も の を 落 

札 者 と す る も の と し 、 入 札 価 格 が 同 一 の と き は 、 く じ に よ り 決 定 

す る も の と す る 。  

 （ 落 札 結 果 の 公 表 ）  

第 １ ３ 条   総 合 評 価 落 札 方 式 に よ り 落 札 者 が 決 定 し た 場 合 は 、 全 て

の 入 札 参 加 者 に 対 し 、 落 札 者 決 定 の 通 知 を し な け れ ば な ら な い 。  

２   前 項 の 規 定 に よ り 落 札 者 決 定 の 通 知 を し た と き は 、 入 札 結 果 表

の 閲 覧 に よ り 、 入 札 参 加 者 、 入 札 金 額 、 予 定 価 格 、 技 術 評 価 点 及

び 評 価 値 を 公 表 す る も の と す る 。  

 （ 秘 密 の 保 持 ）  

第 １ ４ 条   こ の 要 領 に 基 づ き 入 札 参 加 者 か ら 提 出 さ れ た 技 術 資 料 

は 、総 合 評 価 落 札 方 式 に 関 す る 審 査 結 果 を 除 き 、 公 表 し な い も の 

と する 。  



 （ 委 任 ）  

第 １ ５ 条   こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、 総 合 評 価 落 札 方 式 の 実 施 

に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。  

 附 則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ０ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 附 則  

  こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 

 附 則  

  こ の 要 領 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 


